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本
近
代
築
港
史
の
努
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飾
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な
事
業
が
、

一

向

Z

こ
主
手
J

竹一

ψ
3
1し
J
U

、
右

7
H
t
i
H
2
3
0
8、A
V
カ

明
治
初
期
の
東
北
野
蒜
築
港
で
あ
っ
た
と
言
え
ば
、

ら
考
え
て
奇
異
の
感
を
抱
く
か
も
知
れ
な
い
。
ま
さ
に
往
時
荏
廷
の
言
の
如
く
か
つ
て
の
新
市
街
地
も
大
部
分
は
野
地
と
化
し
、
松
林
の

野JJA築港と新市街地の景観

聞
に
僅
々
数
十
軒
の
農
家
が
点
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
今
日
で
は
宮
城
県
桃
生
郡
鳴
瀬
町
と
改
ま
り
、
野
蒜
は
単
に
字
名
と
し
て
旧
野
蒜

村
一
帯
に
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
鳴
瀬
川
河
口
の
右
岸
一
由
市
(
旧
野
蒜
村
役
場
所
在
地
付
近
)

は
、
藩
政
期
鳴
瀬
川
流
域
の

藩
米
集
積
地
と
し
て
お
倉
場
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
築
港
以
前
は
単
な
る
一
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
一
帯
を
中
心
に
西
南
戦
争

直
後
の
明
治
十
一
年
、
政
府
直
営
事
業
と
し
て
内
務
省
の
子
で
我
国
最
初
の
洋
式
築
港
の
建
設
が
開
始
せ
ら
れ
、
当
時
の
金
で
六
十
八
万

三
千
百
三
十
二
円
(
明
治
十
八
年
決
算
額
)

と
い
う
巨
費
が
投
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
鳴
瀬
川
の
河
口
内
に
面
積
九
千
坪
の

大
船
溜
の
築
設
を
は
じ
め
、
新
鳴
瀬
川
の
開
墾
と
河
口
デ
ル
タ
の
埋
立
て
に
よ
る
面
積
十
万
五
千
坪
の
新
市
街
地
の
建
設
、
北
上
・
東
名
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両
運
河
の
開
撃
な
ど
が
行
わ
れ
、
野
蒜
周
辺
の
景
観
は
一
変
す
る
に
至
っ
た
。
本
稿
は
野
蒜
港
建
設
に
伴
っ
て
出
此
し
た
新
市
街
地
の
景
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(l~ 5写真のNoを示す)

石
巻
湾

観
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
目
的
と
す
る
が
、
叙
述
の
便
宜
上
ま
ず
野
蒜
築

港
の
概
略
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

野
蒜
築
港
に
関
す
る
研
究
は
、
昭
和
初
年
の
工
学
博
士
広
井
勇
氏
の

一h
h

日
本
築
港
史
』
を
筆
頭
に
い
く
つ
か
の
優
れ
た
業
績
が
残
さ
れ
て
い
る

(
1
)
O
 

ま
た
石
巻
市
史
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
誌
に
も
多
く
の
叙
述
が
あ

図

り
、
日
本
港
湾
史
は
勿
論
東
北
開
発
史
に
お
い
て
こ
れ
に
言
及
し
な
い
も

の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
程
で
あ
る
(
2
)
O

い
ま
こ
れ
ら
諸
先
学
の
業
績

第

に
依
拠
し
な
が
ら
、
野
蒜
築
港
の
意
義
な
い
し
背
景
と
い
っ
た
も
の
を
要

約
し
て
み
る
と
、
そ
の
一
は
明
治
政
府
の
東
北
開
発
政
策
の
一
環
と
し
て

の
東
北
地
方
の
後
進
性
の
是
正
で
あ
り
、
そ
の
二
は
戊
辰
の
戦
乱
に
際
L

反
政
府
の
中
心
勢
力
を
な
し
た
東
北
列
藩
に
対
す
る
鎮
圧
慰
撫
と
い
う
政

治
的
配
慮
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
共
通
で
あ
る
(
3
)
O

そ
し
て
こ
の
推

進
者
は
政
府
の
富
国
強
兵
殖
産
興
業
策
の
先
導
者
大
久
保
利
通
で
あ
っ

た
。
計
画
か
ら
着
工
に
至
る
聞
に
は
大
略
次
の
如
き
経
過
が
あ
っ
た
。

明
治
八
年
八
月
第
一
団
地
方
官
会
議
に
参
集
し
た
東
北
六
県
の
県
令



は
、
大
久
保
内
務
卿
の
産
業
振
興
に
対
す
る
諮
問
に
対
し
、

一
致
し
て
運
輸
交
通
の
使
の
増
進
を
具
申
し
た
。
そ
の
第
一
に
東
北
の
内
陸

物
資
運
輸
の
大
動
脈
と
し
て
の
北
上
川
の
改
修
と
河
口
の
築
港
を
建
議
し
た
の
で
あ
る
。

翌
明
治
九
年
六
月
明
治
天
皇
の
東
北
巡
幸
に
先
駆
し
た
大
久
保
利
通
は
、
松
島
か
ら
北
上
河
口
の
石
巻
を
巡
検
し
た
。
そ
の
途
次
、
野

蒜
村
不
老
山
上
よ
り
鳴
瀬
川
河
口
の
形
状
を
観
察
し
た
(
4
)
O

帰
京
後
大
久
保
は
内
務
省
土
木
局
長
石
井
省
一
郎
の
意
見
を
徴
し
、

九
月

同
省
お
一
属
工
師
オ
ラ
ン
、
ダ
人
ヴ
ァ
ン
・
ド

1
ル
ン
に
実
施
調
査
を
命
じ
た
。

ド
ー
ル
ン
は
半
年
聞
に
及
ぶ
調
査
に
よ
り
、
石
巻
・
女
川
・
荻
ノ
浜
・
石
浜
・
寒
風
沢
等
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
次
の
理
由
で
野
蒜

を
適
当
の
地
で
あ
る
と
結
論
し
、

こ
れ
を
十
年
二
月
内
務
卿
に
復
命
し
た
。

一
、
北
上
川
の
河
口
に
深
水
港
を
築
造
す
る
案
は
、
同
川
の
吐
出
す
る
土
砂
多
量
な
る
の
故
に
不
可
な
る
こ
と
。

二
、
女
川
湾
・
荻
ノ
浜
は
良
湾
で
あ
る
が
、
前
者
は
狭
障
で
東
に
偏
す
る
嫌
い
あ
り
、
後
者
は
陸
上
の
交
通
困
難
で
あ
る
こ
と
o

三
、
石
浜
は
良
湾
で
あ
る
が
島
映
の
間
に
あ
り
て
陸
地
を
去
る
こ
と
遠
い
。

野蒜築港と新市街地の景観

四
、
寒
風
沢
は
石
浜
の
欠
点
に
加
え
て
水
深
が
不
足
す
る
こ
と
。

五
、
以
上
の
諸
候
補
地
に
較
べ
て
、
石
巻
湾
西
隅
に
位
置
す
る
野
蒜
は
、
南
は
宮
戸
島
に
よ
っ
て
な
か
ば
外
洋
よ
り
遮
蔽
さ
れ
、

西
は
松

島
湾
経
由
三
里
で
塩
釜
へ
達
し
、
東
は
北
上
河
口
経
由
石
巻
へ
五
里
で
あ
る
。
背
後
の
鳴
瀬
川
は
改
修
に
よ
り
水
運
に
利
用
し
う
る
。

故
に
野
蒜
を
海
港
の
設
置
に
適
す
る
も
の
と
し
て
選
択
し
た
の
で
あ
る
(
5
)
O

従
来
よ
り
海
港
建
設
の
立
地
と
し
て
は
地
形
的
自
然
条
件
が
何
よ
り
も
支
配
的
で
あ
り
、
野
蒜
築
港
要
請
の
歴
史
的
基
盤
、
が
帆
船
中
心

か
ら
汽
船
時
代
へ
の
転
換
に
伴
う
深
水
港
建
設
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
河
口
港
で
あ
る
野
蒜
は
立
地
条
件
と
し
て
は
充
分
で
は
な
い
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ド
ー
ル
ン
の
計
画
案
は
こ
の
点
を
克
服
す
べ
く
、

第
一
期
工
事
と
し
て
の
内
港
・
第
二
期
工
事
と
し
て
の
外
港
の
建
設
に
分
け
ら

(
6〉
0
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れ
て
い
た
o

結
果
的
に
は
第
二
期
工
事
の
外
港
建
設
は
画
餅
に
帰
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
初
の
彼
の
考
え
は
河
口
港
と
し
て
の
内
港
に
よ

り
内
陸
運
輸
の
連
絡
拠
点
を
形
成
し
、
外
港
に
よ
っ
て
汽
船
時
代
の
要
請
で
あ
る
深
水
港
と
し
て
の
機
能
を
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
o

計
画
案
の
大
要
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
実
施
に
際
し
て
は
更
に
若
干
の
変
更
が
あ
っ
た
。

(
第
一
期
工
事
・
内
港
建
設
案
)

内
港
は
和
船
及
び
近
海
回
航
の
小
型
船
舶
の
繋
留
に
宛
て
運
河
に
よ
り
北
上
川
及
び
松
島
湾
に
連
絡
し
、
次
の
諸
工
事
よ
り
成
る
。

(
第
二
図
参
看
)

一
、
鳴
瀬
川
の
河
口
内
に
於
け
る
繋
泊
地
即
ち
内
港
の
築
設
。
内
港
は
面
積
九
千
坪
を
波
探
し
、
水
深
平
均
干
潮
商
以
下
十
四
尺
と
し
、

吃
水
十
三
尺
以
内
の
船
舶
三
十
般
を
繋
留
す
る
o

二
、
内
港
よ
り
海
に
通
ず
る
航
路
即
ち
港
口
及
び
運
河
の
築
造
。
鳴
瀬
河
口
の
港
口
は
施
工
の
際
前
方
に
暗
礁
を
発
見
し
た
た
め
、
当
初

の
設
計
よ
り
約
百
間
西
方
に
移
し
図
の
位
置
に
定
め
た
o

幅
は
三
十
七
問
、
東
西
二
条
の
突
堤
に
よ
り
深
水
に
達
す
る
o

東
突
堤
は
延

野蒜築港と新市街地の景観

長
百
五
問
、

西
突
堤
は
百
三
十
間
で
、
両
突
堤
聞
の
水
深
は
干
潮
面
以
下
十
四
尺
と
す
る
。

三
、
鳴
瀬
川
の
切
替
及
び
締
切
。
こ
れ
は
地
図
に
新
鳴
瀬
川
と
し
て
あ
る
所
を
開
削
し
、
締
切
は
新
旧
流
路
の
分
岐
点
近
く
の
旧
川
を
横

断
し
て
潜
堤
を
築
造
し
、
上
水
の
み
を
内
港
に
流
入
せ
し
め
、
余
は
新
川
よ
り
海
へ
注
ぐ
。

四
、
野
蒜
よ
り
北
上
川
に
通
ず
る
運
河
(
北
上
運
河
)

の
開
削
。
北
上
運
河
は
延
長
六
千
五
百
問
、
幅
八
十
四
尺
(
当
初
設
計
は
四
十
二

尺
、
着
工
後
変
更
)
、
左
右
の
法
二
割
、

水
深
は
干
潮
面
以
下
五
尺
五
寸
。
北
上
川
に
接
続
す
る
所
に
開
門
を
設
け
て
水
位
の
差
に
備

え
た
。
ま
た
新
鳴
瀬
川
横
断
の
個
所
に
も
内
港
側
に
間
門
を
設
け
新
川
と
遮
断
し
た
が
、
築
設
後
鳴
瀬
川
の
出
水
で
流
失
し
た
。

145 

五
、
松
島
湾
に
通
ず
る
運
河
(
東
名
運
河
)

の
開
削
o

東
名
運
河
は
延
長
千
八
百
問
、
そ
の
断
面
は
北
上
運
河
に
同
じ
。
こ
れ
は
当
初
設
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計
に
な
か
っ
た
が
、
突
堤
の
築
造
に
随
ひ
、
西
方
に
砂
州
の
進
出
甚
し
く
、
椿
湾
埋
塞
の
恐
れ
が
出
た
た
め
、
松
島
湾
へ
平
水
の
通
路

を
得
る
要
か
ら
開
削
に
決
定
。
運
河
東
端
の
開
門
は
鳴
瀬
川
の
出
水
に
よ
る
土
砂
侵
入
を
防
ぐ
た
め
後
年
宮
城
県
庁
が
建
設
し
た
も
の

で
あ
る
。

六
、
新
市
街
地
の
築
設
。
新
市
街
地
は
新
旧
鳴
瀬
川
の
間
で
、
面
積
十
万
五
千
坪
、
半
は
埋
立
に
よ
り
造
成
。

七
、
雑
工
事
。
こ
れ
は
北
上
川
に
お
け
る
水
制
、
運
河
の
左
右
に
沿
う
濯
概
溝
、
道
路
、
曳
船
路
、
橋
、
染
、
堤
防
等
で
あ
る
。

(
第
二
期
工
事
・
外
港
建
設
案
)

第
二
期
工
事
は
外
港
と
し
て
宮
戸
島
の
東
端
に
築
設
す
る
防
波
堤
及
び
向
島
と
野
蒜
方
面
と
の
連
絡
工
事
で
あ
る
。
ド
ー
ル
ン
の
考
え

で
は
、
吃
水
十
八
尺
以
下
の
船
舶
は
現
状
の
ま
ま
で
宮
戸
島
の
東
北
側
に
安
全
に
碇
泊
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
若
し
百
五
十
聞
の
防

波
堤
を
築
造
す
る
と
更
に
大
型
船
舶
に
も
安
全
で
あ
る
。
堤
長
を
さ
ら
に
三
百
聞
に
す
れ
ば
、
吃
水
十
六
乃
至
二
十
四
尺
の
船
舶
七
般
の

収
容
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

ド
ー
ル
ン
の
計
画
案
は
大
久
保
内
務
卿
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

官
費
(
7
)
に
よ
る
内
務
省
直
営
事
業
と
し
て
決
定
さ
れ
た
o

ほ

ぼ
同
時
期
の
浪
華
港
や
坂
井
港
に
比
し
(
8
)
、
野
蒜
築
港
は
内
港
・
外
港
の
区
分
、

新
市
街
地
の
建
設
、

運
河
の
開
削
等
と
い
う
規
模
の

点
か
ら
も
、
官
費
に
よ
る
政
府
直
営
事
業
で
あ
る
と
い
う
面
か
ら
も
、

わ
が
国
最
初
の
大
築
港
計
画
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
o

次
に
新

市
街
地
造
成
ま
で
の
築
港
工
事
の
大
概
を
み
て
み
た
い
。

西
南
戦
争
直
後
の
明
治
十
一
年
三
月
二
十
一
日
、

政
府
は
起
業
公
債
を
財
源
と
し
て
野
蒜
築
港
の
実
施
に
踏
み
切
っ
た
す
)
O

同
四
月



九
日
、
内
務
省
土
木
局
出
張
所
が
現
地
に
設
け
ら
れ
、

土
木
局
長
石
井
省
一
郎
(
叩
)
が
陣
頭
指
揮
に
あ
た
っ
た
。

第
一
期
工
事
は
計
画
通

り
内
港
建
設
を
目
的
と
し
、
鳴
瀬
川
河
口
の
宮
城
県
桃
生
郡
野
蒜
村
と
小
野
村
に
か
け
て

の
地
を
中
心
に
(
第
2
図
参
看
)
、
工

(
当
時
)

事
は
明
治
十
一
年
七
月
、

設
計
施
工
の
技
術
面
は
す
べ
て
前
記
ヴ
ァ
ン

北
上
運
河
の
開
削
と
水
聞
の
築
造
か
ら
開
始
せ
ら
れ
た
立
)
O

ド
ー
ル
ン
を
主
任
に
数
名
の
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
が
担
当
し
た

2)O
運
河
の
開
削
は
人
力
を
主
と
し
た
が
、

底
部
の
一
堀
淡
に
は
淡
力
毎
時

四
十
噸
の
蒸
汽
凌
諜
機
を
使
用
し
た
。
日
本
に
お
け
る
蒸
汽
波
探
機
使
用
の
嶋
矢
と
さ
れ
て
い
る
。

工
事
は
屡
々
水
害
を
被
り
乍
ら
も
予
定
通
り
進
行
し
、
続
い
て
東
名
運
河
の
開
削
も
行
わ
れ
た
o

こ
れ
ら
の
運
河
は
す
で
に
築
港
完
成

以
前
に
利
用
が
開
始
さ
れ
た
ら
し
く
、
明
治
十
四
年
九
月
の
宮
城
県
布
達
甲
第
百
四
十
九
号
に
は
(
日
〉
、

「
野
蒜
築
港
事
業
漸
次
相
運
ヒ
突

堤
閲
撃
及
繋
船
場
共
干
潮
以
下
平
均
六
尺
余
ノ
水
深
ヲ
保
ツ
ニ
至
リ
候
ニ
付
、
未
タ
施
業
中
ニ
候
得
共
、
運
輸
便
利
ノ
為
メ
該
水
深
ニ
適

ス
ル
船
舶
ハ
本
月
十
二
日
ヨ
リ
一
般
通
船
差
許
候
条
、

左
ノ
規
則
ヲ
遵
守
航
行
可
致
此
旨
布
達
候
事
」
と
あ
っ
て
、

「
野
蒜
運
河
通
船

規
則
」
五
ケ
条
の
細
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

(gB)O

野蒜築港と新市街地の景観

第
一
期
工
事
の
中
で
も
最
重
点
で
あ
る
東
西
両
突
堤
を
含
む
港
口
工
事
は
、
明
治
十
二
年
七
月
に
着
手
し
た
。
当
初
は
予
定
通
り
進
行

し
た
が
、
海
中
の
部
分
に
及
ん
で
激
浪
に
よ
る
災
害
の
続
発
、

予
定
外
の
漂
砂
の
襲
来
〈
日
)
等
、
が
重
な
り
工
事
は
難
渋
し
た
。

第
2
図
に

示
す
よ
う
に
粗
呆
沈
床
を
主
体
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ
工
法
に
よ
る
突
堤
の
構
造
は
、
遠
浅
の
波
静
か
な
海
岸
で
は
経
済
的
で
あ
る
が
、
激
浪

に
対
す
る
抵
抗
力
に
乏
し
く
内
海
虫
の
侵
蝕
等
に
も
悩
ま
さ
れ
た
。
突
堤
の
こ
の
構
造
上
の
欠
陥
こ
そ
は
、

の
ち
に
野
蒜
港
閉
鎖
の
直
接

的
な
一
因
を
な
す
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
こ
の
難
工
事
も
技
術
陣
の
奮
闘
に
よ
り
、
明
治
十
五
年
に
竣
工
、
十
月
三
十
日
に
は
第
一
期
工
事
を
ひ
と
ま
ず
完
了
し
、
落

147 

成
式
を
行
う
運
び
に
な
っ
た
(
げ
)
O

落
成
式
は
時
の
内
務
卿
山
田
顕
義
(
国
)
臨
場
の
も
と
で
盛
大
に
挙
行
さ
れ
、

続
い
て
仙
台
表
小
路
の
県
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会
議
事
堂
で
大
夜
会
が
聞
か
れ
た
o

こ
れ
に
は
山
田
内
務
卿
以
下
、
佐
久
間
陸
軍
少
将
、
石
井
内
務
省
土
木
局
長
、
宮
城
・
福
島
・
山
形

の
三
県
令
を
は
じ
め
各
界
の
代
表
一
四
九
名
を
数
え
た
自
)
O

四

突
堤
を
中
心
と
す
る
築
港
工
事
の
進
展
に
伴
っ
て
市
街
地
建
設
も
順
調
に
進
ん
だ
。
既
に
明
治
十
四
年
に
は
新
市
街
地
の
建
設
は
ほ
ぼ

完
成
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
内
務
省
は
市
街
予
定
地
の
宮
城
県
へ
の
移
管
を
行
っ
て
い
る
o

こ
れ
に
先
立
ち
県
で
は
野
蒜
築
港
事
務
係
を
設

け
、
全
八
条
か
ら
成
る
事
務
章
程
を
定
め
、
払
下
げ
を
は
じ
め
と
す
る
市
街
地
開
発
の
実
際
面
を
取
扱
う
態
勢
を
整
え
て
い
る
翁
)
O

新
市
街
地
は
新
・
旧
鳴
瀬
川
の
聞
に
半
ば
を
埋
立
て
に
よ
っ
て
、
面
積
十
万
五
千
坪
の
土
地
が
造
成
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
工
事
の
進
渉

に
従
い
内
務
省
で
区
画
し
、
順
次
宮
城
県
に
引
渡
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

こ
の
新
市
街
地
の
区
画
に
関
し
て
は
、
先
に
浅
香

幸
雄
博
士
の
紹
介
せ
ら
れ
た
内
務
省
作
成
の
地
図
訂
)
が
あ
り
、

一u

宮
城
県
議
会
史
』
(
幻
)
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

前
者
は
明
治
十
五
年
八
月
八
日
付
読
売
新
聞
の
折
込
み
附
録
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
、

「
宮
城
県
下
陸
前
国
桃
生
郡
野
蒜
港
新
市
街
之

図
」
と
題
さ
れ
、
内
務
省
の
地
所
払
下
公
告
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
o

こ
の
両
図
を
中
心
に
新
市
街
地
の
景
観
の
一
端
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
(
第
3
図
)

O

い
ま
こ
の
両
凶
と
前
述
し
た
ド
l
ル
ン
の
計
画
と
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
野
蒜
築
港
の
実
像
が
具
体
的
に
浮
ん
で
来
る
o

ま
ず
野
蒜
村

の
対
岸
に
面
積
九
千
坪
と
称
さ
れ
る
大
船
溜
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、
外
港
へ
の
出
入
口
で
あ
る
東
西
の
突
堤
は
暗
礁
を
避
け
て
角
度
を
西

に
向
け
て
い
る
o

船
溜
に
は
新
市
街
地
側
か
ら
三
条
の
桟
橋
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、
港
湾
と
し
て
の
機
能
の
中
心
が
野
蒜
村
の
側
で
は
な

く
、
新
市
街
地
の
側
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
o

野
蒜
港
の
海
運
拠
点
と
し
て
の
基
地
造
り
が
、
こ
の
新
市
街
地
を
主
体
に
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な
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
近
代
的
な
区
画
整
理
か
ら
も
充

分
額
く
こ
と
が
で
き
る
o

新
市
街
地
全
体
の
形
状
は
開
削
さ
れ
た
新
鳴
瀬
川
を
底

辺
と
し
、
頂
点
と
な
る
南
の
船
溜
を
鳴
瀬
川
と
北
上
運
河

の
二
辺
で
囲
ん
だ
三
角
形
を
な
し
て
い
る
o

市
街
地
区
画

の
中
枢
で
あ
る
道
路
網
は
、

角
形
の
周
辺
を
と
り
ま
く

駆
道
(
車
道
)
と
、
南
北
に
二
条
の
幹
線
駆
道
が
設
け
ら

図

れ
、
新
鳴
瀬
川
に
は
こ
の
幹
線
駆
道
と
市
街
地
両
端
の
駆

3 

道
と
に
合
わ
せ
て
三
条
の
橋
梁
が
架
設
せ
ら
れ
、
北
方
の

第

浜
市
村
・
小
野
村
と
の
結
び
つ
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。

れ
を
縫
う
歩
道
は
、
市
街
地
の
西
半
分
が
底
辺
に
一
平
行
、

東
半
分
は
北
上
運
河
に
平
行
す
る
形
で
縦
横
に
直
交
し
て

設
け
ら
れ
、
全
体
と
し
て
は
方
形
な
い
し
長
方
形
の
土
地

区
闘
を
現
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
市
街
地
全
体
の
輪
廓
と

調
和
さ
せ
た
巧
み
な
土
地
区
画
と
い
え
る
。

」
の
市
街
地
は
当
初
か
ら
近
代
的
都
市
計
画
に
基
い
て

設
計
さ
れ
、
道
路
・
敷
地
の
整
備
す
る
に
従
い
、
警
察
署
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電
信
局
・
測
候
所
・
銀
行
等
の
公
的
機
関
が
次
々
と
建
設
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
(
告
、

」
の
地
図
に
現
わ
れ
た
限
り
で
そ
の
土
地
利
用

を
み
て
み
る
と
、
船
溜
に
面
す
る
頂
点
の
三
桟
橋
を
中
心
と
す
る
完
備
し
た
道
路
網
、
中
央
の
大
遊
園
、
北
辺
東
寄
り
の
小
遊
園
、
運
河

に
沿
う
河
岸
地
な
ど
極
め
て
近
代
的
計
画
的
な
土
地
利
用
と
い
え
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
主
任
工
師
ヴ
ァ
ン
・
ド
l
ル
ン
を
は
じ
め
、

マ
ス

ト
レ
ク
ト
、

ア
ル
ン
ス
ト
等
オ
ラ
ン
ダ
技
術
陣
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
運
河
に
沿
う
中
程
の
一
画
を
内
務
省
土
木
局
の
出
張

所
、
が
占
め
て
い
る

2)O

こ
の
地
図
に
よ
れ
ば
西
側
の
十
八
区
画
と
底
辺
中
央
部
の
四
区
画
が
す
で
に
民
有
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
築
港
工
事
の
進
渉
に
伴

い
市
街
地
の
払
下
げ
を
希
望
す
る
者
が
続
出
し
た
の
で
、
内
務
省
か
ら
順
次
土
地
区
画
後
の
引
渡
し
を
受
け
た
宮
城
県
の
方
で
、
こ
れ
を

希
望
に
よ
り
民
間
に
払
下
げ
或
は
借
地
料
を
徴
収
し
て
貸
与
し
て
い
っ
た
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o

従
っ
て
こ
の
払
下
公
告
の
対
象
地

か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
民
有
地
に
は
、
一
ニ
菱
会
社
野
蒜
支
社
、

石
巻
の
豪
商
戸
塚
貞
輔
(
お
)
、

東
京
の
大
倉
喜
八
郎
、

仙
台
七
十
七
銀
行
頭
取
氏
家
厚
時
な
ど
の
名
が
払
下
げ
申
請
者
の
中
に
見
ら
れ
る
。

一
方
借
地
を
願
い
出
る
者
は
、
明
治
十
三
一
年
に
お
い

て
、
仙
台
土
族
六
十
九
人
、
仙
台
平
民
五
十
三
人
、
県
内
士
族
五
人
、
同
平
民
十
八
人
、
福
島
県
平
民
二
人
な
ど
、
合
計
一
四
七
人
に
及

ん
だ
と
い
わ
れ
る
(
繍
離
)
0

大
倉
喜
八
郎
の
払
下
げ
願
は
、

今
般
御
管
内
牡
鹿
郡
浜
市
村
へ
市
街
御
取
設
相
成
候
趣
-
一
付
予
テ
私
儀
数
十
名
結
台
罷
在
候
東
京
横
浜
貿
易
商
ク
ラ
ブ
ニ
於
テ
商
業

見
込
ノ
次
第
御
座
候
問
、
同
所
官
有
地
街
衛
及
ヒ
該
市
街
沿
海
等
ノ
内
五
万
坪
相
当
代
価
ヲ
以
御
払
下
被
成
下
度
、
若
シ
目
下
御
払

下
難
相
成
儀
ニ
御
座
候
ハ
、
先
ツ
年
季
拝
借
被
仰
付
度
、
右
万
事
御
規
則
ノ
通
リ
遷
守
可
仕
奉
存
候
条
何
卒
願
意
御
聞
届
被
成
下
度

此
段
奉
願
上
候
也



明
治
十
三
年
三
月
十
四
日

東
京
府
下
京
橋
区
銀
座
二
丁
目
七
番
地

願
人

大
倉
喜
八
郎

⑩
 

l司

弥
左
衛
門
町
十
番
地

保
証
人

木
村
静
幽

⑮ 

宮
城
県
令

松
平
正
直
股

と
あ
る
。
民
家
厚
時
の
場
合
も
七
十
七
国
立
銀
行
出
張
広
と
蔵
場
建
設
用
地
と
し
て
一
千
坪
の
払
下
げ
願
書
を
出
し
て
い
る
o

払
下
価
格

は
一
坪
一
円
五
十
銭
、
借
地
料
は
一
坪
一
ヶ
月
二
銭
四
厘
・
二
銭
八
厘
・
四
銭
五
厘
の
三
種
で
あ
っ
た
(
お
)
O

市
街
地
に
対
す
る
こ
う
し
た
関
心
は
、
野
蒜
築
港
に
寄
せ
ら
れ
た
県
内
は
勿
論
全
国
的
な
期
待
の
大
き
か
っ
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も

の
で
あ
る
o

こ
う
し
て
官
公
署
等
の
設
置
と
相
侯
っ
て
、
東
京
・
仙
台
・
石
巻
等
か
ら
各
種
の
商
人
が
進
出
開
業
し
、
米
商
会
所
開
設
の

野蒜築港と新市街地の景観

計
画
も
成
り
、
明
治
十
四
年
に
は
総
戸
数
二
百
戸
を
越
え
た
と
い
わ
れ
る
。
か
つ
て
の
一
望
の
原
野
が
忽
ち
新
興
市
街
地
と
し
て
繁
華
の

衡
に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
(
石
巻
市
史
・
第
二
巻
)
。
そ
れ
で
は
こ
の
公
告
の
出
さ
れ
た
明
治
十
五
年
当
時
の
状
況
は
ど
う
か
。
公
告
本
文
を

検
討
し
な
が
ら
払
下
げ
の
事
情
を
考
え
て
み
た
い
。

五

公
告
本
文
の
冒
頭
に
は
、

「
野
蒜
港
市
街
ハ
一
裏
一
面
図
面
区
画
之
通
ニ
シ
テ
民
有
地
(
傍
点
筆
者
)
及
道
路
溝
渠
遊
園
其
他
官
用
ニ
供
ス
へ
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キ
土
地
ヲ
除
」
い
た
も
の
が
払
下
げ
の
対
象
と
な
る
土
地
で
、
宅
地
坪
数
凡
四
万
五
千
坪
余
と
書
か
れ
て
い
る
o

従
っ
て
こ
こ
に
い
う
民
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有
地
と
は
、
既
に
こ
の
時
ま
で
に
払
下
げ
が
完
了
し
て
い
る
区
画
を
指
し

(
恐
ら
く
は
借
地
の
分
も
含
め
て
)
こ
の
公
告
で
は
そ
れ
以
外

の
遊
園
・
官
用
地
等
に
充
当
す
る
分
を
除
い
た
残
り
の
四
万
五
千
坪
が
払
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

5
3

遊
園
及
び
土
木

局
の
占
め
る
区
画
だ
け
は
地
図
の
上
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
官
用
地
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
(
補
註
参
看
)
O

さ
て
今
回
の
払
下
げ
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
「
同
所
ニ
於
テ
鰹
売
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
文
に
は
「
望
ノ
者
ハ
実
地
見
分

之
上
、
同
所
出
張
市
街
地
掛
へ
可
申
出
此
旨
」
と
警
か
れ
て
お
り
、

せ
り
売
は
更
に
小
区
画
さ
れ
た
現
地
の
地
図
に
基
い
て
行
わ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
o

そ
し
て
実
際
に
こ
の
事
務
を
処
理
し
た
の
は
県
の
野
蒜
築
港
事
務
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

8)O

次
に
こ
の
公
告
に
一
市
さ
れ
た
「
市
街
地
払
受
人
心
得
」
を
通
し
て
、
当
局
が
ど
の
よ
う
な
市
街
地
形
成
を
意
図
し
て
い
る
か
考
え
て
み

ょ
う
o

第
一
条
に
は
、
払
下
げ
の
地
は
広
狭
不
同
で
あ
る
が
適
当
に
区
画
し
て
一
番
を
一
筆
と
し
て
競
売
場
に
公
示
す
る
o

一
人
で
数
筆

を
払
受
け
る
の
は
良
い
が
、

一
筆
を
数
人
に
分
売
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
。
第
二
条
で
は
、
繋
船
溜
沿
岸
荷
捌
所
敷
地
や
川
船
溜
沿
岸
納

屋
敷
地
は
払
下
げ
な
い
が
、
地
先
地
主
の
所
望
が
あ
れ
ば
相
当
の
借
地
料
を
と
っ
て
貸
付
け
る
o

但
し
共
同
物
揚
場
に
使
用
す
る
地
は
除

く
と
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
今
回
払
下
げ
の
四
万
五
千
坪
は
純
然
た
る
宅
地
と
い
う
よ
り
も
、
港
湾
活
動
の
一
翼
を
担
う
関
係
業
者
の
諸
施
設
と
し

て
の
利
用
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
o

具
体
的
に
各
一
筆
の
広
さ
は
大
小
区
々
で
知
り
得
な
い
が
、
特
に
分
筆
を

許
さ
な
い
旨
を
断
つ
で
あ
る
点
か
ら
み
て
、

こ
れ
ら
業
者
の
庖
舗
倉
庫
等
を
包
含
で
き
る
程
度
の
広
さ
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
払
受
人
心
得
は
全
二
十
条
か
ら
成
り
、
以
下
そ
の
要
点
を
簡
単
に
記
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
三
条
は
払
下
げ
希
望
者
の
出
願
要
領
を
述
べ
、
第
四
条
で
地
所
は
高
低
整
地
の
上
引
渡
す
と
し
て
い
る
。
第
五
条
は
道
路
の
官
費
開

設
、
第
六
条
は
橋
梁
に
つ
い
て
新
鳴
瀬
川
に
三
箇
所
こ
れ
も
官
費
で
、
第
七
条
は
船
溜
沿
岸
に
桟
橋
を
三
箇
所
、
同
様
に
官
費
で
架
設
す



る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
第
八
条
は
悪
水
路
の
暗
渠
、
そ
し
て
第
九
条
に
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
工
事
は
当
初
新
設
の
み
官
費
で
、

以
後
の
補
修
は
地
方
税
文
は
協
議
費
の
負
担
と
す
る
と
し
て
い
る
。

第
十
条
は
市
区
内
の
家
屋
建
築
は
草
葺
を
禁
ず
る
こ
と
、
第
十
一
条
で
は
市
区
内
の
営
業
に
関
し
て
細
か
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
即

ち
蒸
汽
機
関
を
装
置
し
た
製
造
工
場
、
硝
酸
を
は
じ
め
と
す
る
障
発
性
、
引
火
の
危
険
の
あ
る
薬
品
爆
薬
等
の
製
造
及
び
貯
蔵
(
小
売
は

其
の
他
悪
臭
劇
音
を
発
す
る
職
業
の
禁
止
な
ど
で
あ
る
。
第
十
二
条
は
地
代
金
に
つ
い
て
曜
売
の
時
、

除
く
)
、

十
分
の
二
の
手
附
金
を

納
む
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
以
下
第
十
五
条
ま
で
は
払
下
条
件
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
o

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
は
家
屋
建
築
期
間

等
の
制
限
、
第
十
一
条
に
反
す
る
時
の
取
扱
い
の
焼
定
、
そ
の
他
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
公
告
本
人
に
み
ら
れ
る
市
街
市
払
受
人
心
得
を
通
し
て
、
当
局
が
ど
の
よ
う
な
新
市
街
地
の
形
成
と
土
地
利
用
を
意
図
し
た
か

を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
o

し
か
し
実
際
の
払
下
げ
が
こ
の
公
合
通
り
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
、
翌
十
六
年
四
月
に
は
政
府
は

こ
の
「
曜
売
り
」
を
改
め
て
「
競
貸
法
」

と
し
た
と
さ
れ
て
い
る

8)O

」
れ
は
松
方
財
政
下
に
お
け
る
民
間
の
金
融
閉
塞
状
態
を
顧
慮

野蒜築港と新市街地の景観

し
て
の
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
が
と
に
か
く
、
後
に
払
下
方
法
に
若
干
の
変
化
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
政
府
当
局
者
が
こ
の
市
街
地

建
設
で
意
図
し
た
も
の
は
、
野
蒜
築
港
の
中
心
施
設
と
し
て
の
海
運
基
地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
o

ー.L.
J、

と
こ
ろ
が
野
蒜
築
港
と
新
市
街
地
建
設
は
、
こ
の
後
予
期
せ
ぬ
推
移
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
時
は
こ
の
新
市
街
地
も
港

口
出
入
・
運
河
通
航
の
船
舶
の
増
加
と
荷
客
の
往
来
で
賑
わ
い
、

「
野
蒜
新
町
答
は
い
ら
ぬ
、
若
い
女
の
裾
で
掃
く
」
と
謡
わ
れ
た
程
で

153 

あ
っ
た
(
石
巻
市
史
・
第
一
一
巻
)
0

そ
こ
へ
明
治
十
七
年
秋
の
台
風
が
襲
来
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
内
港
の
出
入
口
で
あ
る
東
側
突
堤
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の
崩
壊
、
両
突
堤
聞
の
閉
塞
と
な
っ
て
船
舶
の
往
来
は
社
絶
し
た
。
港
口
の
閉
塞
は
内
港
の
機
能
を
完
全
に
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

野
蒜
築
港
そ
の
も
の
を
失
敗
に
導
く
契
機
と
な
っ
た
。
野
蒜
港
は
こ
の
被
災
に
よ
っ
て
、
外
港
建
設
は
も
と
よ
り
内
港
の
復
旧
す
ら
行
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
北
上
東
名
の
両
運
河
の
み
が
石
巻
・
塩
釜
聞
の
輸
送
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
、
市
街
地
は
再
び
も
と
の
原
野
と
化
す
の

で
あ
る
o

勿
論
、
政
府
の
態
度
の
変
化
と
工
事
中
止
決
定
(
初
)
の
裏
に
は
、

築
港
開
始
当
時
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
客
観
状
勢
の
変
化

が
あ
っ
た
。

野
蒜
築
港
問
題
の
評
価
に
は
、

工
事
中
止
の
直
接
原
因
と
技
術
的
側
面
、
野
蒜
築
港
失
敗
の
直
接
・
間
接
の
諸
要
因
は
も
と
よ
り
、
内

陸
運
輸
に
お
け
る
鉄
道
登
場
の
影
響
、
仙
台
湾
に
お
け
る
港
湾
立
地
の
変
化
と
地
元
の
動
向
、
県
当
局
の
「
六
大
工
事
」
と
の
関
連
な
ど

複
雑
な
諸
要
因
が
相
関
連
し
て
お
り
、
な
お
採
り
上
げ
る
べ
き
点
は
多
い
。
が
、
此
処
で
は
歴
史
地
理
的
立
場
か
ら
市
街
地
景
観
の
一
端

を
考
察
す
る
に
と
ど
め
、
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

か
つ
て
新
市
街
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
一
帯
も
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
今
は
た
だ
一
望
の
松
林
が
限
に
映
る
静
か
な
海
辺
の
農
村
で
、

当
時
の
名
残
り
と
言
え
ば
わ
ず
か
に
新
鳴
瀬
川
に
架
設
さ
れ
た
三
条
の
橋
梁
を
支
え
た
橋
脚
の
一
部
(
写
真
1
)
と
、
今
は
実
用
価
値
を

殆
ど
失
っ
た
両
運
河
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
新
鳴
瀬
川
も
、
現
在
は
鳴
瀬
川
と
接
す
る
部
分
が
埋
立
て
ら
れ
、
道
路
で
浜
市
側
と
結
ば
れ

て
お
り
、

一
条
の
橋
も
な
い
。
元
市
街
地
の
中
央
近
く
、

か
つ
て
の
公
園
予
定
地
跡
に
は
、
築
港
と
運
河
開
削
に
功
の
あ
っ
た
黒
沢
内
務

省
一
等
属
の
記
念
碑
や
、
測
候
所
の
建
物
の
一
部
と
さ
拘
る
赤
レ
ン
ガ
の
土
台
(
写
真
2
)
な
ど
も
あ
る
が
知
る
人
は
少
な
い
。
地
中
に

は
か
つ
て
の
街
路
の
敷
石
の
一
部
が
埋
っ
て
い
る
由
(
巴
で
あ
る
が
、

ふ
つ
う
に
は
見
る
こ
と
も
出
来
な
い

(80
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本
稿
の
大
概
は
、
附
和
四
十
五
年
十
一
月
、
際
山
ん
地
理
学
会
的
仰
五
一
回
例
会
に
於
て
「
野
蒜
築
港
と
海
港
立
地
の
移
動
」
と
題
し
て
、
口
頭
発
表
を

行
っ
た
(
要
旨
は
会
員
通
信
第
五
今
一
号
所
載
)
。
し
か
し
、
史
料
市
の
制
約
で
、
新
市
街
地
区
の
詳
細
、
払
下
方
法
の
実
際
等
、
重
要
な
点
に
関
し
て

は
推
論
を
加
え
た
の
み
で
あ
っ
た
。
疑
点
の
い
く
つ
か
は
、
宮
城
県
庁
文
書
の
検
討
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、

手
段
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
期
の
彪
大
な
古
城
県
庁
文
書
が
、
宮
城
県
図
書
館
に
移
管
さ
れ
繋
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
四
十
五
年
コ
一
月
、
宵
城
県
図
書

館
佐
藤
宏
一
氏
の
ご
厚
意
で
、
移
管
直
後
の
こ
れ
ら
県
庁
文
書
の
岐
見
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
待
L

叫
ポ
の
史
料
に
接
し
て
、
取
急
い
で
の
検
討
で
は
あ

っ
た
が
、
四
月
の
昭
和
四
十
五
年
度
第
十
一
二
回
歴
史
地
理
学
会
大
会
に
於
て
、
若
干
の
補
訂
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
本
稿
は
こ
れ
ら
の
点
を

加
え
て
成
稿
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
野
蒜
築
港
関
係
の
県
庁
文
書
だ
け
で
も
相
当
量
を
数
え
、
全
体
の
検
討
に
は
尚
若
干
の
時
日
を
要
す
る
こ
と

で
も
あ
る
し
、
加
え
て
紙
数
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
疏
…
雑
な
ま
ま
で
改
稿
を
控
え
た
。
尚
、
県
庁
文
書
中
の
野
蒜
築
港
関
係
書
類
の
主
要
な
も
の
を
次

に
喝
け
て
博
雅
の
便
宜
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
こ
の
う
ち
か
ら
、
新
市
街
地
の
区
画
に
関
す
る
本
稿
の
論
旨
に
関
り
の
あ
る
「
明
治
十
六
年

埜
蒜
港
市
街
地
各
区
地
割
之
原
図
」
〈
内
務
省
野
蒜
市
街
地
係
Y
に
よ
っ
て
、
各
区
画
の
地
積
と
小
区
分
の
番
数
の
み
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

こ
の
ほ
か
市
街
地
の
景
観
に
関
す
る
史
料
と
し
て
現
在
筆
者
の
手
許
に
次
の
二
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、
明
治
十
六
年
十
月
、
宮
城
県
下
桃
生
郡
野
蒜

新
築
港
市
街
地
に
設
立
せ
ら
れ
た
事
を
示
す
、
野
+
一
日
米
商
会
一
助
創
立
証
書
、
同
定
款
、
同
中
合
規
則
、
同
御
成
規
中
御
特
典
願
(
こ
れ
の
み
明
治
十
七

年
二
月
)
の
四
綴
の
書
類
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
本
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
偶
然
訂
書
市
場
よ
り
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
東
北
大
学
図
書
館
相
馬
正
基
氏
の
ご
厚
意
で
、
同
図
書
館
狩
野
文
庫
の
書
架
か
ら
発
見
し
た
地
図
が
あ
る
。
こ
れ
に
明
治
十
四
年
六
月
、
宮

城
県
平
民
佐
久
間
徳
郎
の
手
で
版
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
「
陸
前
国
桃
生
郡
野
蒜
地
近
一
傍
測
量
明
細
絵
図
」
と
題
し
て
あ
る
。
題
誌
に
よ
る
と
「
予
一
一
一
品

回
後
素
ノ
暇
ヲ
像
、
、
、
官
ニ
乞
フ
テ
其
測
量
ト
実
地
ト
ヲ
一
々
照
合
シ
之
ヲ
一
万
二
千
部
分
ノ
一
を
短
縮
シ
テ
東
ハ
石
井
開
門
ヨ
リ
西
ハ
松
島
湾
及
蒲
生

辺
ノ
実
況
ヲ
逐
次
一
一
図
画
シ
」
た
も
の
で
、
仲
々
精
巧
な
出
来
で
あ
る
。
殊
に
興
味
深
い
の
は
鳴
瀬
川
河
口
の
新
市
街
地
の
ほ
か
に
、
新
鳴
瀬
川
対
岸

の
浜
市
村
、
牛
網
村
に
か
け
て
広
大
な
市
街
地
区
一
闘
が
計
両
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

Q

以
上
、
後
日
を
期
す
べ
き
点
の
甚
だ
多
い
こ
と
を
お
断
り
し

て
、
博
雅
の
御
示
教
を
お
願
い
し
た
い
。
(
昭
和
四
寸
五
年
七
月
補
)

(
そ
の
1
)

宮
城
県
図
書
館
県
庁
文
書
一
括
の
内
、

157 
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野

蒜

築

港

関

係

(
番
号
)
刊
日
明
治
十
七
年
築
港
係
文
章
綴
宮
城
県

間
野
蒜
運
河
開
削
一
件
書
類
自
明
治
十
二
年
奈

川
宮
城
県
下
野
蒜
市
街
地
之
図
、
内
務
省

山
野
蒜
港
工
事
用
買
上
地
調
桃
生
郡
浜
市
村

問

自

明

十

二

年

至

同

十

三

年

野

蒜

築

港

御

用

問

削
野
蒜
市
街
地
伺
廻
議
綴
明
治
十
三
年

問
問
、
問
、
明
、
同
右
(
全
五
綴
)

mm

野
蒜
市
街
地
拝
借
払
下
願
書
、
明
治
十
三
年

加

加

同

右

(

全

三

綴

)

マヤ

J

f

ハJ

、l

m
明
治
十
三
年
、
静
市
街
地
利
引
願
書

2
4
J
J
1
 

加

加

同

右

(

全

三

綴

)

加
自
明
治
十
三
年
至
同
二
十
年
秋
田
県
ヨ
リ
宮
城
県
下
野
蒜
港
一
一
達
ス
ル
道
路
開
削
一
件
書
類

別
明
治
十
四
年
、
野
蒜
築
港
事
務
綴
野
蒜
築
港
係

一-凶円、
4
H
J

明
治
十
四
年
度
野
蒜
街
道
新
道
潰
地
抑
制
綴

f
d
 

自
明
治
十
五
年
至
同
十
九
年
野
蒜
市
街
地
埋
立
書
煩

明
治
十
六
年
野
古
川
市
街
地
借
地
料
元
帳

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
野
蒜
市
街
地
一
件
書
類
土
木
課

埜
蒜
港
各
区
地
割
之
原
岡
内
務
省
野
蒜
市
街
地
係

市
街
地

市
街
地
貸
下
明
細
帳
野
蒜
市
街
地
係

野
蒜
市
街
地
書
類
綴
野
蒜
市
街
地
係

野
十
一
川
山
街
地
借
地
料
一
克
帳
内
務
省
野
蒜
市
街
地
係

|可

ノ¥

1f. 

宮
城
保

207 214 213 212 211 210 209 2閃

明明明明
治'(f:;治治
ト十十十

ノ、ノ¥ノ、ノ¥

年年 年年



218 217 216 215 

明
治
十
六
年
野
蒜
市
街
地
一
筆
限
台
帳
(
乾
)

明
治
十
七
年
野
蒜
市
街
地
書
類
綴
市
街
地
係

明
治
十
八
年
分
野
蒜
市
街
地
係
公
用
綴

明
治
十
八
年
埜
蒜
運
河
残
地
ニ
係
ル
往
復
書
類

石
誹
開
門
通
船
調
明
治
廿
一
年
土
木
課

野

-

m
明
治
廿
二
年
四
月
ヨ
リ
同
廿
三
年
十
二
月
至
ル
石
井
・
野
蒜
両
悶
門
出
入
船
舶
表

(
な
お
遺
漏
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
、
が
、
と
り
あ
え
ず
今
回
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
列
挙
し
た
)

(
そ
の
2
)

明
治
十
六
年

内
務
省
野
蒜
市
街
地
係

219 区
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日

七

二

0
・

一

四

回

七

二

0
・

一

四

日

七

二

0
・

一

四

位

七

二

0
・

一

四

日

七

二

0
・

二

四

創

七

二

0
・

一

四

(
総
数
六
四
区
画
の
市
街
地
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
払
下
げ
(
擁
売
法
か
ら
競
貸
法
に
変
っ
た
)
ら
れ
た
か
。
こ
れ
を
知
る
に
は
、
明
治
十
六
年
の

野
蒜
市
街
地
一
筆
限
台
帳
が
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
(
乾
)
の
方
の
み
し
か
見
当
ら
な
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
れ
に
記
載
の
あ
る
幻
区
ま
で
を
み
る

と
、
こ
の
分
の
地
積
合
計
は
一
二
二

O
六
坪
六
合
九
勺
六
才
と
な
り
、
台
帳
記
載
分
は
九
六
七
二
坪
二
合
九
勺
六
才
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
十
六
年

ま
で
に
貸
下
げ
の
決
定
し
て
い
る
の
は
売
出
し
地
積
の
半
分
に
も
満
た
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
中
に
は
三

O
八
四
坪
五
合
六
才
の
官
用
地
が
含
ま
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
差
引
け
ば
民
間
の
貸
下
げ
地
は
僅
に
六
五
八
七
坪
七
合
九
勺
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
県
庁
文
書
中
の
明
治
三
十
年
当
時
の
彪
大
な
市

街
地
払
下
願
に
示
さ
れ
た
各
界
の
多
大
な
関
心
は
、
築
港
第
一
期
工
事
完
成
後
の
時
点
で
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
結
果
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
貸
下
地
に
お
い
で
す
ら
、
共
同
運
輸
会
社
を
は
じ
め
と
し
て
借
地
料
が
未
納
で
、
そ
の
減
免
を
歎
願
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
「
野
蒜
新

町
第
は
い
ら
ぬ
、
若
い
女
の
裾
で
掃
く
」
と
い
う
如
き
賑
わ
い
は
、
築
港
に
よ
る
新
市
街
地
の
繁
栄
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
工
事
景
気
に
よ
っ
て
現

出
し
た
野
蒜
村
の
情
況
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
補
訂
す
べ
き
点
も
少
し
と
し
な
い
が
、
余
り
冗
長
と
な
る
の
で
、
稿
を
改

め
た
い
。
)

註

(
1
)

野
蒜
築
港
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
業
績
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
次
の
三
氏
の
も
の
で
あ
る
。
工
学
博
士
広
井
勇
著
『
日
本
築
港
史
』

和
二
年
丸
善
刊
)
、
同
内
容
は
同
氏
の
参
画
し
た
『
明
治
工
業
史
土
木
篇
』
(
昭
和
四
年
)
に
も
収
む
。

寺
谷
武
明
著
「
東
北
野
蒜
築
港
覚
え
書
」
横
浜
市
立
大
学
論
叢
第
十
五
巻
(
社
会
科
学
系
列
)
第
一
号
所
収

平
重
道
著
「
明
治
初
年
の
野
蒜
築
港
に
つ
い
て
」
東
北
地
理
、
第
七
巻
第
二
号
所
収
。

築
港
に
関
す
る
工
業
技
術
的
な
研
究
は
広
井
勇
民
の
も
の
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
内
務
省
の
図
書
、
現
場
視
察
記
事
を
も
と
に
し
た
記
述
で
、

日百
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内
容
は
正
確
で
あ
り
、
以
後
の
技
術
面
に
関
す
る
研
究
で
こ
れ
を
越
え
る
も
の
は
な
い
。

寺
谷
氏
の
は
「
本
邦
近
代
港
湾
経
営
発
達
史
」
の
前
史
と
し
て
、
築
港
と
そ
の
時
代
的
背
景
を
含
め
て
多
角
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
、
明
治

前
期
港
湾
研
究
序
説
と
副
題
に
あ
る
労
作
で
あ
る
。

平
氏
は
広
井
氏
の
業
績
に
基
き
な
が
ら
、
宮
城
県
庁
所
蔵
の
諸
記
録
、
統
計
等
を
駆
使
さ
れ
た
も
の
で
、
寺
谷
論
文
(
昭
総
)
に
先
立
つ
(
昭

却
)
研
究
で
あ
る
。
な
お
最
近
、
以
上
の
諸
業
績
を
集
成
し
た
『
宮
城
県
議
会
史
』
第
一
巻
(
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
三
一
日
発
行
)
が
出
た
。
そ

の
第
三
節
土
木
工
事
の
冒
頭
で
野
蒜
築
港
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
先
学
の
諸
業
績
に
負
う
所
が
特
に
多
い
。

(
2
)

地
方
誌
及
び
地
方
的
刊
行
物
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
る
。
宮
城
県
史
(
3
近
代
史
・

5
地
誌
・
交
通
史
)
、
石
巻
市
史
(
第
二
巻
)
、
牡
鹿
郡

誌
、
桃
生
郡
誌
、
塩
釜
市
史
、
東
北
開
発
夜
話
(
岡
田
益
士
口
著
)
、
電
狸
翁
夜
話
(
伊
藤
清
次
郎
著
)

(
3
)

野
蒜
港
建
設
の
直
接
的
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
当
時
開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
へ
の
生
糸
の
直
輸
出
の
際
の
航
程
の
短
絡
を
あ
げ
る
考
え
も
あ
る

(
浅
香
幸
雄
博
士

l
後
出

l)0

(
4
)

一
般
に
は
こ
の
時
彼
の
脳
裡
に
、
東
北
開
発
の
中
心
施
策
と
し
て
安
積
疏
水
と
並
ぶ
仙
台
湾
内
の
港
湾
建
設
が
描
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

野
蒜
選
択
に
は
各
方
面
に
反
対
意
見
も
強
く
、
特
に
仙
台
を
中
心
と
す
る
地
元
民
は
松
島
湾
内
(
温
釜
)
へ
の
築
港
を
希
望
し
た
。

(
6
)
ド
l
ル
ン
案
に
対
す
る
反
対
意
見
の
代
表
は
宮
城
県
令
松
平
正
直
で
あ
っ
た
。
日
本
築
港
史
に
い
う
「
宮
城
県
令
松
平
正
直
ハ
港
口
ノ
庇
蔽
充

分
ナ
ラ
サ
ル
ユ
ヨ
リ
風
浪
-
一
際
シ
外
港
ト
ノ
連
絡
ヲ
断
タ
ル
コ
ト
且
ツ
内
外
両
港
ノ
位
置
松
島
湾
ヨ
リ
来
ル
船
舶
ノ
為
極
テ
不
便
ナ
リ
ト
シ
全
体

ヲ
椿
湾
方
面
ニ
移
転
ス
ル
ノ
利
ヲ
主
張
セ
リ
是
一
一
対
シ
工
師
パ
ン
・
ド
ー
ル
ン
ハ
左
ノ
理
由
ヲ
以
テ
白
図
ノ
説
ヲ
固
持
シ
タ
リ

一
、
椿
湾
方
面
ハ
遠
浅
ニ
シ
一
ア
港
口
ノ
突
堤
↓
長
キ
ヲ
要
ス
ル
コ
ト

二
、
該
方
面
ニ
ハ
土
砂
ノ
准
積
ス
ル
コ
ト
多
ク
其
為
メ
海
岸
線
ノ
前
進
毎
歳
十
尺
以
上
一
一
及
フ
ヘ
キ
コ
ト

三
、
土
地
低
ク
シ
テ
浸
水
ノ
災
ア
ル
コ
ト

四
、
野
蒜
方
面
ハ
漂
砂
ナ
ク
深
水
海
岸
-
一
近
キ
ノ
利
ア
ル
コ
ト
(
漂
砂
ナ
キ
コ
ト
ハ
謬
見
ナ
リ
シ
ヲ
後
ニ
至
リ
知
ル
所
ト
ナ
レ
リ
)
」

(
7
)

こ
の
財
源
と
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
一
年
五
月
一
目
、
起
業
公
債
証
書
発
行
条
例
に
基
づ
い
て
募
集
し
た
起
業
公
債
金
の
一
部
で
あ
っ
た
。

(
8
)
前
掲
『
日
本
築
港
史
』
及
び
『
明
治
工
業
史
』
第
二
・
土
木
篇
に
詳
し
い
。

(
9
)
大
久
保
利
通
文
書
巻
四
十
五
(
一
六
三
二
号
)
に
、
明
治
十
一
年
三
月
六
日
付
、
三
条
公
へ
の
伺
書
が
あ
り
、
殖
産
の
奨
励
、
華
土
族
授
産
に

関
す
る
大
久
保
の
抱
負
を
一
示
す
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
三
等
の
冒
頭
に
野
蒜
築
港
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
が
あ
る
。
(
大
久
保

163 
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利
通
文
書
第
九
巻
、
四
十
五
頁
以
下
)
「
其
一
宮
城
県
下
野
蒜
開
港
此
ノ
土
工
タ
ル
北
上
川
ヨ
リ
運
河
ヲ
疏
削
シ
港
ヲ
野
蒜
ニ
開
設
ス
ヘ
シ
其
費

額
凡
参
拾
五
万
円
ト
ス
(
中
略
、
其
ノ
二
新
潟
港
改
修
、
其
ノ
三
越
後
上
野
運
路
の
開
削
、
其
ノ
四
大
谷
川
運
河
の
開
削
、
其
ノ
五
阿
武
隈
川
の

(
阿
武
隈
川
)

改
修
)
同
川
ヲ
修
波
シ
更
ニ
運
河
ヲ
疏
削
シ
テ
塩
釜
ノ
内
海
ニ
達
シ
以
テ
野
蒜
ノ
新
港
ヲ
合
ス
ル
ヲ
得
ハ
福
島
地
方
ノ
便
利
ヲ
得
ル
又
少
小
ニ
ア

ラ
サ
ル
へ
シ
(
其
ノ
六
阿
賀
川
改
修
、
其
ノ
七
印
施
沼
東
京
運
路
)
以
上
ハ
東
北
諸
州
水
陸
運
路
ノ
便
利
ヲ
与
フ
ル
其
ノ
大
概
ヲ
挙
ル
ノ
ミ
(
下

略
)
」

(
叩
)
彼
は
内
務
省
土
木
局
長
と
し
て
野
蒜
築
港
工
事
の
総
監
督
に
当
り
、
後
、
岩
手
県
知
事
を
勤
め
た
。
北
上
運
河
の
開
門
を
彼
の
名
に
ち
な
ん
で

「
石
井
開
門
」
と
呼
ぶ
。

(
日
)
宮
城
県
国
史
、
政
治
部
に
は
、
十
一
年
七
月
二
日
条
に
、
「
桃
生
郡
野
蒜
村
へ
新
港
開
設
ノ
議
起
リ
次
テ
北
上
川
分
水
ノ
挙
ア
リ
」
と
簡
単
に

記
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

(
ロ
)
工
事
の
技
術
面
は
、
主
任
工
師
ヴ
ァ
ン
・
ド
l
ル
ン
以
下
、
工
手
マ
ス
ト
レ
ク
ト
、
同
ア
ル
ン
ス
ト
、
職
工
長
ウ
イ
l
ル
外
数
名
い
ず
れ
も
オ

ラ
ン
ダ
人
が
担
当
し
た
。
ド
l
ル
ン
は
安
積
疏
水
の
設
計
者
と
し
て
令
名
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
築
港
工
事
の
途
中
の
十
三
年
に
任
満
ち
て
帰
国
し

た
(
彼
の
伝
記
は
前
掲
『
東
北
開
発
夜
話
』
に
詳
し
い
)
。

日
本
人
で
は
石
井
省
一
郎
の
下
に
、
早
川
智
寛
(
途
中
辞
任
、
後
の
仙
台
市
長
)
、
黒
沢
敬
徳
(
当
時
内
務
六
等
属
、
後
に
一
等
属
、
今
現
地
に

記
念
碑
あ
り
て
中
山
孝
敬
、
青
木
敬
三
等
が
い
た
。

(
臼
)
宮
城
県
国
史
、
宮
城
県
図
書
館
蔵
稿
本

(
H
)

運
河
通
船
の
際
の
諸
注
意
、
貨
物
の
揚
卸
、
標
章
等
に
わ
た
っ
て
細
か
な
規
定
が
掲
け
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
丁
度
こ
の
頃
、
明
治
十
四
年
八
月
十
三
日
に
は
、
明
治
天
皇
第
二
次
東
北
巡
幸
に
供
奉
し
た
有
楢
川
宮
殿
下
は
、
命
に
よ
り
野
蒜
地
方
を
巡
視

さ
れ
て
い
る
。
宮
は
野
蒜
港
を
中
心
に
、
桃
生
、
牡
鹿
、
登
米
方
面
を
も
代
巡
さ
れ
た
。

(
日
)
松
平
県
令
と
の
応
酬
で
も
ド
l
ル
ン
は
漂
砂
な
し
と
回
答
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
全
く
彼
の
調
査
不
備
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
口
)
そ
の
他
の
雑
工
事
を
含
め
た
内
港
関
係
の
竣
工
は
明
治
十
七
年
。

(
凶
)
野
蒜
築
港
を
含
め
た
東
北
開
発
計
画
の
推
進
者
で
あ
っ
た
大
久
保
利
通
は
、
既
に
明
治
十
一
年
五
月
十
四
日
紀
尾
井
坂
の
遭
難
で
故
人
と
な
っ

て
い
る
。

(
印
)
陸
羽
日
日
新
聞
(
明
治
十
五
年
十
一
月
一
日
)
前
掲
、
電
狸
翁
夜
話
、
東
北
開
発
夜
話
な
ど
、



(
却
)
前
掲
、
宮
城
県
国
史
、
そ
の
管
掌
す
る
要
点
を
挙
げ
る
と
、
官
有
地
払
下
と
貸
下
、
諸
官
街
用
地
の
決
定
と
官
用
地
買
上
、
道
路
・
溝
渠
・
建

造
物
、
海
面
埋
立
等
と
な
っ
て
い
る
。

(
幻
)
歴
史
地
理
学
会
々
長
浅
呑
幸
雄
博
士
は
歴
史
地
理
学
紀
要
8
(
一
九
六
六
、
同
学
会
発
行
「
明
治
後
期
の
歴
史
地
理
」
)
の
巻
末
に
、
資
料
と

し
て
「
明
治
十
五
年
の
宮
城
県
野
蒜
港
新
市
街
地
所
払
下
公
告
」
を
紹
介
さ
れ
た
。
博
士
の
資
料
紹
介
に
よ
り
筆
者
は
初
め
て
、
こ
の
公
告
木
文

を
知
り
得
た
。
本
稿
執
筆
の
動
機
の
一
端
が
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
資
料
に
対
す
る
見
解
で
は
浅

香
博
土
と
筆
者
と
の
聞
に
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
木
稿
は
、
野
蒜
築
港
全
体
の
推
移
の
中
で
新
市
街
地
の
景
観
を
捉
え
て
み

よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
博
雅
の
御
叱
正
を
お
願
い
す
る
。

(
辺
)
宮
城
県
議
会
史
、
第
一
巻
(
三
二
三
頁
)
に
、
浅
香
博
士
紹
介
の
地
図
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
(
内
務
省
作
成
と
あ
る
)
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
こ
の
方
に
は
、
一
区
画
を
占
め
る
土
木
局
の
所
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
原
図
は
宮
城
県
図
書
館
に
蔵
す
。

(
お
)
石
巻
市
史
、
第
二
巻
(
一
七
九
頁
)

(
剖
)
註
沼
参
看
。
第
三
図
は
こ
れ
に
よ
り
書
き
入
れ
た
。

(
お
)
下
野
烏
山
藩
士
、
維
新
後
石
巻
に
移
住
し
、
金
融
を
業
と
し
て
巨
富
を
積
み
、
七
十
七
銀
行
の
創
立
に
も
関
与
し
て
い
る
。

(
却
)
明
治
十
三
年
時
の
払
下
願
書
は
、
そ
の
希
望
地
積
が
-
般
に
広
い
。
こ
れ
は
或
程
度
削
減
さ
れ
る
こ
と
を
見
込
ん
で
の
申
請
と
も
受
取
れ
る
。

明
治
十
三
年
、
野
蒜
市
街
地
伺
廻
議
綴
に
収
っ
て
い
る
氏
家
厚
時
の
払
下
願
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

市
街
地
御
払
下
願

陸
前
国
桃
生
郡
浜
市
村
市
街
地
之
内

一
千
坪

ム7
般
野
蒜
御
開
港
一
一
付
浜
市
村
へ
市
街
御
取
開
相
成
候
趣
伝
承
仕
実
-
一
追
々
万
戸
接
続
編
駿
旺
盛
商
業
繁
隆
之
地
ト
相
成
可
申
奉
存
候
就
テ
ハ

当
行
ニ
於
テ
モ
該
地
へ
出
張
庖
井
蔵
場
相
設
営
業
仕
候
度
候
間
何
卒
右
市
街
地
之
内
前
記
之
坪
数
相
当
之
代
価
ヲ
以
テ
御
払
下
之
儀
御
允
可
被
成

下
度
若
シ
又
右
御
払
下
難
相
成
儀
モ
御
坐
候
ハ
、
無
年
季
ヲ
以
テ
拝
借
被
仰
付
度
奉
願
候
条
右
両
条
之
内
御
閑
居
相
成
上
ハ
速
ニ
出
張
庖
建
築
着

手
仕
度
別
紙
略
図
相
添
此
段
泰

z

願
上
候
也

第
七
十
七
国
立
銀
行
頭
取

氏

家
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明
治
十
三
年
三
月
廿
五
日

宮
城
県
令
松
平
正
直
殿
代
理

宮
城
県
大
書
記
官
成
川
尚
義
殿

一
般
的
に
言
っ
て
、
こ
の
時
点
で
の
払
下
申
請
ブ
1

ム
は
、
グ
パ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
な
d

と
い
う
感
が
強
く
み
ら
れ
る
。

(
幻
)
浅
在
博
土
が
前
掲
資
料
紹
介
の
際
、
今
回
払
下
げ
分
を
こ
の
民
有
地
で
あ
る
と
考
え
て
、
総
面
積
を
区
画
数
で
(
民
有
地
の
)
除
し
、
一
区
画

を
約
二
千
坪
と
考
え
て
立
論
さ
れ
た
の
は
疑
問
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
民
有
地
は
築
港
以
前
か
ら
民
有
で
あ
っ
た
部
分
に
相
当
す
る
も
の
か
。

(
部
)
註
却
参
看
、
こ
の
事
務
係
に
関
し
て
は
、
明
治
十
六
年
五
月
一
二
日
、
庁
中
二
野
蒜
市
街
地
係
ヲ
設
ケ
該
地
一
一
関
ス
事
務
ヲ
管
理
セ
シ
ム
、
と
あ

り
更
に
、
明
治
十
七
年
一
月
二
十
五
日
に
は
、
庁
中
野
蒜
市
街
地
係
ヲ
廃
シ
更
ニ
土
木
課
中
野
蒜
市
街
地
係
ヲ
置
ク
、
と
改
め
ら
れ
、
職
掌
も
事

務
係
当
時
の
第
四
条
、
官
用
地
買
上
ノ
事
、
が
民
有
地
買
上
ノ
事
と
な
っ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
若
干
の
変
更
が
あ
る
。

(
却
)
河
田
内
務
省
御
用
係
の
「
口
達
書
」
宮
城
県
議
会
史
、
第
一
巻
(
二
一
一
二
三
貝
)
所
引

Q

(
却
)
日
本
築
港
史
の
記
述
を
引
用
し
て
こ
れ
に
代
え
る
。
「
十
七
年
一
一
至
リ
山
県
内
務
卿
ハ
工
師
ム
ル
デ
ル
(
戸
ζ
ロ
5
0
H
)

坪
井
海
軍
大
佐
、
共
同

運
輸
会
社
並
三
一
一
菱
会
社
在
職
ノ
英
国
人
ジ
ェ

l
ム
ス
(
』
・
国
-
F
5
2・
吋

-
E
・γ
5
2
)
等
ヲ
シ
テ
実
地
ヲ
視
察
セ
シ
メ
各
自
ノ
意
見
ヲ
徴
セ

リ
、
其
等
報
告
ハ
野
蒜
外
港
ノ
築
造
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
多
少
ノ
風
波
ニ
際
シ
テ
モ
大
船
ノ
碇
泊
困
難
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
荷
役
ノ
全
然
不
可
能
ナ
ル

ニ
ヨ
リ
内
部
ノ
施
設
ヲ
利
用
ス
ル
能
ハ
ス
ト
云
フ
ニ
一
致
セ
リ
、
而
テ
外
港
ヲ
築
造
セ
ン
ニ
ハ
パ
ン
・
ド
l
ル
ン
ハ
長
コ
一
百
間
ノ
防
波
堤
ヲ
以
テ

足
レ
リ
ト
セ
シ
ト
挺
モ
ム
ル
デ
ル
及
ビ
両
ジ
ェ

l
ム
ス
ハ
長
約
千
間
ノ
突
堤
ヲ
宮
戸
島
ノ
東
端
ニ
築
設
ス
ル
ノ
必
要
ア
リ
ト
シ
其
工
事
ハ
長
年
月

ト
数
百
万
円
ノ
工
費
ヲ
要
シ
容
易
ノ
事
業
ニ
非
ル
ニ
ヨ
リ
寧
ロ
女
川
湾
ヲ
改
修
シ
テ
商
港
ト
ナ
ス
ノ
利
ア
ル
ヲ
説
ケ
リ
蓋
シ
女
川
ハ
天
然
ノ
良
港

ニ
シ
テ
其
工
事
タ
ル
ヤ
若
干
ノ
埋
築
ヲ
施
ス
ト
短
距
離
ノ
運
河
ヲ
開
削
シ
テ
北
上
川
ニ
接
続
ス
ル
ヲ
得
へ
ク
其
所
要
工
費
ハ
野
蒜
外
港
ノ
比
ニ
ア

ラ
ス
ト
云
へ
リ
」
。
ド

i
ル
ン
の
オ
ラ
ン
ダ
技
術
に
よ
る
港
湾
計
画
は
、
イ
ギ
リ
ス
技
術
陣
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
政
府
は
、

女
川
湾
は
仙
台
地
方
人
の
反
対
を
考
え
て
採
択
せ
ず
、
野
蒜
築
港
の
中
止
だ
け
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

(
凱
)
鳴
瀬
町
誌
編
纂
委
員
熊
谷
久
四
郎
氏
談
(
桃
生
郡
鳴
瀬
町
浜
市
在
住
)

(
回
)
小
稿
の
作
成
に
際
し
、
現
地
調
査
の
折
、
宮
城
県
挑
生
郡
鳴
瀬
町
誌
編
纂
常
任
委
員
小
畑
貞
男
、
佐
々
木
誠
吾
両
氏
に
は
格
別
の
御
配
慮
と
御

教
示
を
頂
い
た
。
特
記
し
て
深
謝
し
た
い
。




